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(54)【発明の名称】 超音波診断装置

(57)【要約】
【課題】  カテーテル状の超音波プローブでの診断によ
り特定した患部に対し、容易に治療等の処置ができるよ
うにする。
【解決手段】  カテーテル状の超音波プローブ１０をオ
ーバーシース２０で覆い、対象とする体腔に挿入する。
超音波プローブ１０を用いた診断により患部組織１０２
が特定されると、オーバーシース２０から超音波プロー
ブ１０を抜去し、オーバーシース２０は患者体内に残留
させる。残留したオーバーシース２０に対し、治療のた
めに、例えばレーザプローブを挿入し、そのレーザプロ
ーブをオーバーシース２０に沿って患部組織１０２まで
到達させ、治療を行うことができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  カテーテル状超音波プローブと、
前記プローブを着脱自在に挿入可能なオーバーシース
と、
を備え、前記オーバーシースに挿入したプローブを被検
体内に挿入した状態で超音波診断が行われた後で被検体
内に前記オーバーシースを残留させ前記プローブのみを
抜去できるようにし、残留させた前記オーバーシースに
他のカテーテル状器具を挿通して処理可能とした超音波
診断装置。
【請求項２】  前記オーバーシースの先端部に、生体組
織に比しＸ線を透過しにくい材質のマーカ部材を設けた
ことを特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項３】  前記オーバーシースの先端部に開口を設
けたことを特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項４】  前記プローブにより超音波ビームを走査
したときのエコー受信信号から前記開口の位置を検出
し、この検出結果に基づき開口位置表示を生成し、超音
波ビーム走査による診断画像と共に表示する開口表示手
段を備えることを特徴とする請求項３記載の超音波診断
装置。
【請求項５】  前記オーバーシースの開口の周囲の少な
くとも一部に、前記オーバーシースの音響インピーダン
スよりも高い音響インピーダンスをもつマーカ部材を設
けたことを特徴とする請求項４記載の超音波診断装置。
【請求項６】  前記オーバーシースを回転させるオーバ
ーシース回転機構を備え、前記オーバーシースの回転に
より前記開口の向きを調整可能としたことを特徴とする
請求項３記載の超音波診断装置。
【請求項７】  カテーテル状超音波プローブを着脱自在
に挿入可能であり、先端部に、生体組織に比しＸ線を透
過しにくい材質のマーカ部材を備えたオーバーシース。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、カテーテル状プロ
ーブを備えた超音波診断装置に関し、特に超音波診断
と、その後に続く治療その他の処置への連携のための技
術に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来、気管支等に発生した初期ガンを診
断する診断法として、内視鏡の鉗子口からカテーテル状
の細径超音波プローブを気管支内に挿入して超音波送受
を行わせ、これによって関心領域の断層画像を形成する
という超音波画像診断法が利用されている。この診断法
で用いられる細径超音波プローブは、カテーテル状のシ
ースチューブと、その内部に回転自在に挿入されたトル
クワイヤと、そのトルクワイヤの先端部側面に設けられ
た振動子とから構成され、トルクワイヤを回転駆動する
ことで超音波ビームの送受方向を回転させ、ラジアル走
査を実現する。
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【０００３】内視鏡自体は、外径１０ｍｍ前後の太さを
有するため細い末梢気管支まで挿入することができな
い。これに対し、細径超音波プローブは、外径２～３ｍ
ｍ程度と細いため、かなり細い末梢気管支まで挿入し、
診断を行うことができるため、有効な診断手段とされて
いる。
【０００４】一方、気管支ガンの治療のためには従来大
がかりな開胸手術が行われていた。しかしながら、開胸
手術は、高齢者など体力的に弱い患者にとってはリスク
が大きいため、レーザファイバや薬剤注入用カテーテル
を内視鏡の鉗子口から患部に導いてレーザ光照射や薬剤
塗布などにより患部を治療するなど、内視鏡的な治療法
が望まれている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】この内視鏡的な治療法
を、内視鏡を挿入できない細い気管支部分に適用しよう
とした場合、いかにして患部を特定するかという問題が
生じる。これには、上述の細径超音波プローブが解決策
となる。すなわち、このプローブを徐々に気管支の奥に
進めながらラジアル走査断層画像を形成し、その断層画
像にガン組織が現れたときのプローブの先端位置が、患
部の位置と特定できる。
【０００６】しかしながら、細径超音波プローブを用い
て患部を特定できたとしても、治療のためには細径超音
波プローブを鉗子口から抜去し、新たにレーザプローブ
などの治療具を鉗子口から気管支に挿入する必要があ
る。このとき、細径超音波プローブを抜去してしまう
と、せっかく特定した患部の位置情報が失われてしまう
という問題が生じる。
【０００７】この場合、Ｘ線撮影により細径超音波プロ
ーブの先端位置を画像として残し、それを参照しながら
治療具を患部まで導いていくことも不可能ではないが、
この場合治療具が正しい位置に来たかどうかを確認する
のに何度もＸ線撮影を行う必要が出てくる。また、気管
支は枝分かれが多いので、治療具を患部位置に正しく導
くには試行錯誤が必要であり、非常に手間がかかってし
まう。
【０００８】以上、気管支ガンの診断、治療の場合を例
にとって説明したが、血管その他の体腔を細径超音波プ
ローブで診断し、この診断で特定した患部に治療を施す
場合にも、同様の問題が起こりうる。
【０００９】本発明はこのような問題を解決するために
なされたものであり、超音波プローブによる診断で特定
した患部の位置に、その後の治療等のための処置具を容
易に導くことができる超音波診断装置を提供することを
目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた
め、本発明に係る超音波診断装置は、カテーテル状超音
波プローブと、前記プローブを着脱自在に挿入可能なオ
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3
ーバーシースと、を備え、前記オーバーシースに挿入し
たプローブを被検体内に挿入した状態で超音波診断が行
われた後で被検体内に前記オーバーシースを残留させ前
記プローブのみを抜去できるようにし、残留させた前記
オーバーシースに他のカテーテル状器具を挿通して処理
可能としたものである。
【００１１】この構成では、超音波診断により患部を特
定した後、超音波プローブのみを抜去してオーバーシー
スを被検体内に残留させることで、このオーバーシース
により、後の処置のための処置具を患部まで案内するこ
とができる。
【００１２】本発明の好適な態様では、前記オーバーシ
ースの先端部に、生体組織に比しＸ線を透過しにくい材
質のマーカ部材を設ける。
【００１３】この態様によれば、被検体内に残したオー
バーシースの先端をＸ線撮影で特定しやすくなり、患部
位置確認等が容易になる。
【００１４】また別の好適な態様では、前記オーバーシ
ースの先端部に開口を設けることで、この開口を介して
患部への薬剤塗布などの処置を行うことができる。
【００１５】また、この態様において、前記プローブに
より超音波ビームを走査したときのエコー受信信号から
前記開口の位置を検出し、この検出結果に基づき開口位
置表示を生成し、超音波ビーム走査による診断画像と共
に表示する開口表示手段を設けることにより、診断画像
で開口の位置が確認しやすくなり、開口を患部に向ける
操作が容易になる。
【００１６】ここで、更に前記オーバーシースの開口の
周囲の少なくとも一部に、音響インピーダンスが前記オ
ーバーシースよりも高いマーカ部材を設けることで、マ
ーカ部材の超音波反射を強くすることができ、開口の自
動検出が容易になる。
【００１７】また本発明は、カテーテル状超音波プロー
ブを着脱自在に挿入可能であり、先端部に生体組織に比
しＸ線を透過しにくい材質のマーカ部材を備えたオーバ
ーシースを提供するものである。
【００１８】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態（以下
実施形態という）について、図面に基づいて説明する。
【００１９】［装置構成］まず図１を参照して、本実施
形態の超音波診断装置の超音波プローブの構造について
説明する。図１には、オーバーシース２０に挿入された
超音波プローブ１０の先端部が内視鏡先端部３２の鉗子
口３８から突出している様子が、部分断面図として示さ
れている。
【００２０】超音波プローブ１０は、先端のキャップ部
１８に振動子１６が装着されたプローブ軸１４を、樹脂
等で形成した可撓性のシース１２で覆った形で構成され
たカテーテル状の体内挿入部を有している。プローブ軸
１４は、例えばトルクワイヤによって構成されており、
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可撓性を有するが、回転に伴うねじれは最小限に抑えら
れている。このプローブ軸１４内に、振動子１６につな
がった信号ケーブルが通っている。
【００２１】この例では、振動子１６は、超音波プロー
ブ１０の側面方向（すなわちプローブ１０の長手方向に
垂直な方向）に向けて超音波ビームを送受するよう、超
音波送受面を側面に向けた姿勢でプローブ軸１４先端に
取り付けられている。シース１２は例えば外径２～３ｍ
ｍ程度であり、振動子１６は超音波送受面が例えば１ｍ
ｍ角程度のサイズである。シース１２は密閉型であり、
その内部には超音波を伝搬するために水などの液体が充
填されている。
【００２２】図示した診断時の状態では、この超音波プ
ローブ１０は、オーバーシース２０に挿入された状態で
被検体内に挿入されている。オーバーシース２０は、樹
脂等で形成されたカテーテル状のチューブであり、強度
を確保するために金属等で形成されたメッシュが内蔵さ
れている。オーバーシース２０は、超音波プローブ１０
のカテーテル部分よりも若干太い内径を有する。
【００２３】このオーバーシース２０と超音波プローブ
１０とは別体として構成されており、プローブ１０は自
在にオーバーシース２０に挿入、及びオーバーシース２
０から抜去することができる。したがって、超音波診断
後に、オーバーシース２０を体内に残し、プローブ１０
をオーバーシース２０から抜去することで、後からレー
ザープローブや薬剤注入用のカテーテル等の処置具をオ
ーバーシース２０に挿入し、被検体の管壁１００の患部
組織１０２まで導くことができる。
【００２４】オーバーシース２０の先端部側面には、開
口２２が設けられている。開口２２は、プローブ１０を
オーバーシース２０の先端まで挿入した状態における振
動子１６に対応する位置に設けられている。この開口２
２は、レーザープローブ等の処置具により患部組織１０
２を治療する際の窓となる。
【００２５】図２は、オーバーシース２０の開口２２を
正面から見た様子を示す図である。図２に示すように、
開口２２の周囲は、マーカ２４で縁取られている。マー
カ２４は、オーバーシース２０よりも音響インピーダン
スが高く、生体組織に比しＸ線を透過しにくい材料で形
成する。この材料は、例えば金属材料などであり、特に
白金は生体への影響の少なさなどからも好適な材料とい
える。
【００２６】一般に超音波が音響インピーダンスの低い
領域から高い領域に進むときに反射が生じ、この反射の
強さそれら両領域の音響インピーダンスの差が大きいほ
ど大きくなる。したがって、マーカ２４の音響インピー
ダンスがオーバーシース２０の音響インピーダンスより
高いことにより、マーカ２４はオーバーシース２０より
も超音波を反射しやすくなる。これにより、超音波ビー
ムによる走査において開口２２の縁がマーカ２４による
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超音波反射によって強調されるので、開口２２の位置を
検出しやすくなる（開口検出処理については後述）。
【００２７】一方、マーカ２４の材料として、生体組織
に比しＸ線を透過しにくいものを用いることで、Ｘ線画
像でマーカ２４が確認しやすくなり、ひいてはオーバー
シース２０の先端部の位置を把握しやすくすることがで
きる。
【００２８】なお、図２等に示したマーカ形状はあくま
で一例であり、マーカ２４は開口２２の全周を縁取るよ
うに設ける必要はない。例えば、オーバーシース２０の
周方向についての開口２２の両端部Ａ（図２参照）にマ
ーカを設ければ、超音波ビームのラジアル走査に応じて
そのマーカを検出することができる。
【００２９】また、この例では、超音波を反射しやすい
性質とＸ線を透過しにくい性質という２つの性質を１つ
のマーカ２４に持たせたが、これら性質を別々のマーカ
で実現する態様も可能である。例えば、開口２２の縁を
音響的に強調するマーカは開口２２の縁に設け、Ｘ線画
像上でオーバーシース２０の先端を示すためのマーカは
オーバーシース２０の先端のドーム状部分に設けるとい
った構成などが考えられる。ところで、開口２２とオー
バーシース２０とはエコーレベルの差で開口２２が特定
できる場合には、開口２２の縁を音響的に強調するため
のマーカは必ずしも設けなくてよいが、通常はその差は
十分でないのでそのようなマーカを設けるのが望まし
い。
【００３０】図２の例では開口２２の形状は円形である
が、これはあくまで一例であり、開口２２はどのような
形状であってもよい。
【００３１】図３は、本実施形態の装置のプローブ部分
全体の外観を示す図である。図１に示した内視鏡先端部
３２は、内視鏡操作部３０から延びる挿入部３１の先端
部分である。内視鏡先端部３２の照明口３４及び観察口
３６（図１参照）は、挿入部３１及び内視鏡操作部３０
内を通る照明用、及び観察・撮影用のライトガイド（光
ファイバ）にそれぞれ接続され、これらライトガイドは
更に接続コード３０ａを通って光源ユニットやプロセッ
サなど（図示省略）まで延びる。挿入部３１には、ライ
トガイドの他に、処置具導入部３０ｂから鉗子口３８ま
で延びる鉗子チャネルが設けられている。本実施形態の
超音波プローブ１０及びオーバーシース２０も、この処
置具導入部３０ｂから鉗子チャネルを通り、鉗子口３８
から突出する。
【００３２】プローブ駆動部１０ａは、超音波プローブ
１０の一部であり、プローブ軸１４を回転駆動するため
のモータその他の回転機構が内蔵されている。この回転
機構によりプローブ軸１４が回転することで、先端に設
けられた振動子１６が回転し、ラジアル走査が実現され
る。プローブ駆動部１０ａは、接続コード１０ｂを介し
て超音波診断装置本体（図示省略）に接続されており、
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この本体からの駆動制御信号に従ってプローブ軸１４を
回転駆動する。また、振動子１６に接続された信号ケー
ブルもこの接続コード１０ｂ内を通って本体に接続され
ている。
【００３３】オーバーシース回転操作部２６は、図１等
に示したオーバーシース２０に対して取り付けられてお
り、術者がこの操作部２６を回すことにより、オーバー
シース２０が回転する。この回転操作により、開口２２
を所望の回転位置に位置決めすることができる。このオ
ーバーシース回転操作部２６は、オーバーシース２０の
管内に連通した孔が形成されており、この孔を介してオ
ーバーシース２０内に超音波プローブ１０のカテーテル
部分が挿入される。
【００３４】また、オーバーシース回転操作部２６の近
傍には、図示しない注水機構に接続された注水チューブ
２８が接続される。この注水チューブ２８を介して、注
水機構からオーバーシース２０内に液体が注入される。
この液体注入は、主として、プローブ１０の振動子前面
部分から液体を満たすことで、被検体まで超音波が伝達
されやすくするために行う。注入された液体は、開口２
２から排出される。注入される液体には、生体に悪影響
を与えにくいものを用いる。気管支の診断・治療の場合
には、注入する液体としてキシロカイン等の麻酔薬を用
い、これを少流量で連続的に注入するようにすること
で、超音波伝達を良好にするとともに、処置対象部位の
麻酔処置を行うことができる。
【００３５】次に図４を参照して、本実施形態の装置の
制御機構について説明する。図示の構成において、超音
波プローブ１０とプローブ軸回転駆動部４８とを除く他
のユニットは、基本的に超音波診断装置本体に設けられ
ている。
【００３６】この構成において、送受信部４０は、数ｍ
Ｗ～十数ｍＷ程度の診断用パワーの駆動信号を超音波プ
ローブ１０に供給して振動子１６を励振すると共に、振
動子１６が受信したエコー信号に増幅等の信号処理を施
し、画像形成部４２に出力する。画像形成部４２は、そ
のエコー信号に基づき、Ｂモード断層画像等の診断画像
を生成するための処理を行う。診断画像は画像メモリ部
４４上に生成される。この診断画像は、開口位置マーカ
発生部５４が生成する開口マーカ表示（詳細は後述）が
重畳された上で表示部４６に表示される。
【００３７】プローブ軸回転駆動部４８は、プローブ軸
１４の回転駆動するため機構であり、超音波プローブ１
０の図３に示されているプローブ駆動部１０ａに内蔵さ
れる。プローブ軸回転駆動部４８は、制御部５０により
制御され、診断画像を生成する場合、プローブ軸１４を
画像フレームレートに応じた所定回転速度で連続回転さ
せることで、ラジアル走査を実現する。
【００３８】開口位置検出部５２は、ラジアル走査の際
に送受信部４０が取得したエコー受信信号に基づき、開
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口２２の位置を検出する。この開口位置の検出は、オー
バーシース２０によるエコーの有無に基づき行う。すな
わち、ラジアル走査の際、超音波ビームの方向が開口２
２の範囲にある間はオーバーシース２０の距離からのエ
コーがないので、例えばエコー受信信号におけるオーバ
ーシース２０の距離の部分をゲートで抽出し、その信号
レベルが所定のしきい値より高いか否かを判定すること
で、そのときのビーム方向がオーバーシース２０の部分
か開口２２の部分かを判断できる。また、本実施形態で
は、開口２２にマーカ２４が設けられているので、この
マーカ２４による強いエコーにより、開口２２を明確に
検出することができる。
【００３９】検出された開口位置の情報は、開口２２を
患部組織１０２に向ける操作の際に利用される。すなわ
ち、この開口位置の情報は、制御部５０を介して開口位
置マーカ発生部５４に伝えられ、開口位置マーカ発生部
５４が開口位置を示すマーカの画像を発生させ、画像メ
モリ部４４の診断画像に重畳する。開口に設けられたマ
ーカを表示した診断画像を模式的に示した図を図５に示
す。この例では、オーバーシース像２０６の開口部分の
両端にマーカ２０８が示されている。このマーカ２０８
は、診断画像に現れる実際の像（例えば生体組織部分の
像である管壁像２００や患部像２０２、シース１２の像
であるシース像２０４やオーバーシース２０の像である
オーバーシース像２０６等）とは区別できる表示形態
（形状、パターン、色など）で表示する。もちろん、図
５におけるマーカ２０８の表示形態はあくまで一例であ
り、このほかにも開口２２の範囲をカラーで表示するな
ど様々な表示形態が考えられる。術者は、診断画像上の
このマーカ２０８で開口２２の向きを確認しながらオー
バーシース回転操作部２６を操作し、開口２２を患部に
向ける。
【００４０】再び図４の説明に戻り、操作パネル５６
は、この超音波診断装置に対するユーザの指示入力を受
け付ける手段であり、この装置の各種の機能やモードな
どを示したボタンやデータ入力のためのキーボードなど
が設けられている。
【００４１】注水機構６０は、音響整合等のための液体
をオーバーシース２０内に注入するための機構であり、
前述した注水チューブ２８を介してオーバーシース２０
に接続されている。
【００４２】［作業手順例］以上、本実施形態の装置の
構成を説明した。次に、この装置を用いた診断及び治療
の作業手順の一例を説明する。以下では、気管支を診断
・治療する場合を例にとって説明する。
【００４３】本装置を用いた診断・治療の際には、術者
はまず患者の口から内視鏡の挿入部３１を挿入し、内視
鏡画像等を確認しながら目的の部位に向けて内視鏡先端
部３２を進めていく。内視鏡先端部３２が通らない細い
気管支まで達すると、オーバーシース２０に挿入された
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超音波プローブ１０を進入させていく。このとき注水機
構６０を作動させてキシロカイン等の液体を注入しなが
ら気管支管壁との音響整合を確保しながら、超音波プロ
ーブ１０に超音波ビームをラジアル走査させ、診断画像
を形成する。術者はこの診断画像を見ながら超音波プロ
ーブ１０及びオーバーシース２０を進退させ、患部を特
定する。
【００４４】患部が特定されると、次に術者は、診断画
像で開口２２の向きを確認しながら、オーバーシース回
転操作部２６によりオーバーシース２０を回し、開口２
２を患部に向ける。
【００４５】開口２２の向きの調整が終わると、オーバ
ーシース２０は残して、超音波プローブ１０のみを抜去
する。オーバーシース２０を残すことで、患部の位置情
報が保存される。オーバーシース２０の先端部には生体
組織に比しＸ線を透過しにくいマーカ２４が設けられて
いるので、必要に応じてＸ線撮影を行い、患部位置を確
認することができる。なお、金属メッシュ等でオーバー
シース２０の強度を確保しておくことで、プローブ等を
抜去した時もオーバーシース２０が押しつぶされないよ
うにすることができる。
【００４６】この状態で、次の処置に用いる処置具をオ
ーバーシース２０の根本から挿入し、先端まで進める。
例えば、患部に薬剤を塗布する場合には薬剤塗布用のカ
テーテルを、レーザ光による患部組織焼灼を行う場合に
はレーザプローブを、オーバーシース２０に挿入する。
この場合、オーバーシース２０は患部位置まで続いてい
るので、処置具を単に挿入していくだけで、自然に処置
具先端を患部位置に到達させることができる。そして、
処置具先端がオーバーシース２０の先端に達すると、そ
の処置具による所定の処置を行う。例えば薬剤塗布の場
合、挿入したカテーテルから薬剤を注入すると、このと
き開口２２は患部に向いているので、その薬剤が開口２
２を介して患部に到達する。またレーザ治療の場合、レ
ーザプローブから開口２２を介して患部にレーザ光を照
射する。この場合、レーザ光を開口２２の向きに出力す
る必要があるが、これは例えば図６に示すように、レー
ザ光を反射するミラー２９をオーバーシース２０内に設
けることにより実現することができる。この場合例え
ば、レーザプローブ７０先端のレーザ源７２は、プロー
ブ４０の軸方向すなわち図６では右側に向けてレーザ光
を発するものとし、その出射方向前方にそのレーザ光を
開口２２の方向に反射させるミラー２９を設ける。
【００４７】なお、処置具がオーバーシース２０の先端
まで到達したどうかは、処置具がオーバーシース２０先
端につかえてそれ以上進まなくなったことにより知るこ
とができ、また必要に応じてＸ線撮影で確認することも
できる。
【００４８】このようにして治療その他の処置が終わる
と、この処置具をオーバーシース２０から抜去し、再度
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9
超音波プローブ１０をオーバーシース２０に挿入して患
部位置まで到達させ、診断画像を形成して治療効果を確
認することもできる。そして、必要があれば再度治療等
のための処置具をオーバーシース２０に挿入して処置を
行うことができる。
【００４９】そして、所望の治療効果が得られたと判断
した時点で、オーバーシース２０や内視鏡を患者から抜
去し、一連の診断・治療作業を終了する。
【００５０】以上、本発明の好適な実施形態の装置構成
及びこの利用方法などを説明した。この説明から分かる
ように、本実施形態によれば、超音波診断後に患者体内
にオーバーシース２０を残留させることができるので、
このオーバーシース２０により患部の位置情報を保存で
きる。すなわち、患部に対して治療等の処置を行う場
合、そのための処置具をオーバーシース２０に挿入して
いけば、自然に患部の位置に到達させることができる。
これは、気管支等の枝分かれをしている気管の場合に非
常に便利である。また、オーバーシース２０を残留させ
ておけば、超音波プローブ１０や他の処置具を簡便に抜
き差しできるので、治療と効果確認のサイクルを繰り返
したり、患部に薬剤を塗布した後レーザ光を照射するな
どと言った複合的な処置を行ったりすることも容易であ
る。
【００５１】また、オーバーシース２０の先端部に生体
組織に比しＸ線を透過しにくいマーカ２４を設けたの
で、Ｘ線撮影により患部位置を確認したり、レーザプロ
ーブ等が患部まで到達したか確認したりすることが容易
になる。
【００５２】また、オーバーシース２０の側面に開口２
２を設けたことにより、その開口２２を診断・治療対象
の体腔側面の患部に向け、その開口２２を介してレーザ
光治療等の各種の処置を行うことができる。
【００５３】また、この開口２２の位置を検出し、開口
２２を示すマーカ表示を診断画像に表示する手段を設け
たので、患部の向きに開口２２を位置合わせする作業が
容易になる。
【００５４】なお、以上で説明した例ではオーバーシー
ス２０の側面に開口２２を設けたが、この代わりに例え
ば図７に示すように、オーバーシース２０の先端に、オ
ーバーシース２０の軸方向（長手方向）に向けて開いた
開口（図７の先端開口２２Ａ）を設けることも可能であ
る。この場合、生体組織に比しＸ線を透過しにくいマー
カ２４Ａを、その先端開口２２Ａの周囲に沿って設ける
などすればよい。この場合、超音波診断は、例えば超音
波プローブ１０の先端を先端開口２２Ａから突出させた
状態で行うこともできる。超音波診断後のレーザ治療等
の処置は、このマーカ２４Ａの先に患部が存在するもの
として行う。この場合、治療等のための処置具を先端開
口２２Ａから突出させ、その処置具を回転させることで
その位置の体腔壁全周に対し治療等の処置を行うことが*
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*できる。このとき、治療等のための処置具の先端部とマ
ーカ２４Ａとの位置関係は、Ｘ線撮影などで確認するこ
とができる。先端開口２２Ａの縁である開口縁２３は、
体腔組織壁の保護のために丸みを帯びた形状としてお
き、好適には更に開口縁２３を柔軟な材質とする。ま
た、プローブ１０のシース１２の側面の適切な位置に、
オーバーシース２０の開口縁２３に引っかかる突起１２
ａを設け、この突起１２ａが開口縁２３に引っかかるま
で超音波プローブ１０を挿入するようにすることで、超
音波画像で捉えられた患部の位置とマーカ２４Ａの位置
との間に一定の関係を持たせることができる。レーザ治
療等の処置のための処置具のカテーテル側面にも同様の
側面突起を設けることで、超音波診断で求めた患部に対
し、正確に治療等の処置を施すことができる。
【００５５】以上の例では気管支の診断・治療を例にと
ったが、本実施形態の装置は気管支以外の体腔・管腔の
診断・治療にも適用可能であることは明らかであろう。
【００５６】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
超音波診断後に患者体内にオーバーシースを残留させる
ことができ、このオーバーシースに対して治療等の処置
具を挿入して患部の位置まで導くことができる。更にそ
のオーバーシースから挿入されている処置具を抜いて、
他の処置具や超音波プローブを挿入することもでき、複
合的な治療や、治療とその効果確認などを容易に行うこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  実施形態の装置において体腔内に挿入される
部分の先端部の構成を示す部分断面図である。
【図２】  オーバーシースの開口を正面から見た様子を
示す図である。
【図３】  実施形態の装置のプローブ部分全体の外観を
示す図である。
【図４】  実施形態の装置の制御機構を示す機能ブロッ
ク図である。
【図５】  表示部に表示される画像を模式的に示した図
である。
【図６】  レーザー光反射用のミラーを内蔵したオーバ
ーシースの例を示す断面図である。
【図７】  オーバーシースの別の例を示す断面図であ
る。
【符号の説明】
１０  超音波プローブ、１２  シース、１４  プローブ
軸、１６  振動子、２０  オーバーシース、２２  開
口、２４  マーカ、３２  内視鏡先端部、３８鉗子口、
４０  送受信部、４２  画像形成部、４４  画像メモリ
部、４６  表示部、４８  プローブ軸回転駆動部、５０
  制御部、５２  開口位置検出部、５４開口位置マーカ
発生部、５６  操作パネル、６０  注水機構。
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